
医療法人 誠仁会

湖南デイサービスセンター

介護予防・ 日常生活支援総合事業

指定第一号通所事業 (介護予防通所介護相当サー ビス)重要事項説明書

(令和 7年 5月 1日 現在)

1.当事業所の概要

(1)介護予防通所介護相当サービス事業所の名称等及びサービス提供地域

事業者名 医療法人 誠仁会 吉徳医院

事業所名 医療法人 誠仁会 湖南デイサービスセンター

所 在 地 〒520‐2276 大津市里 5丁 目2番 13号

TEL:077-546-3014 FAX:077-546-3005

介護保険指定番号 2570101374

通常サービス実施地域

原則 として大津市の田上 。南郷・瀬田 。瀬田北 。石山 。青山の各中学校区

(2)営業 日・営業時間

営 業 日 :月 曜日～土曜 日 (祝 日も営業) 営業時間 午前 8:30～ 午後 5:30

(日 曜日・12月 30日 から 1月 3日 を除く)

サービス提供時間 :月 曜 日～土曜日 (祝 日も営業)午前 9:15～ 午後 4:30

(日 曜日・12月 30日 から 1月 3日 を除く)

(3)介護予防通所介護相当サービス事業所の職員体制

①管理者 1名

介護予防通所介護相当サービス事業所従事者の管理及び業務を一元的に行うとと

もに、それぞれのご利用者に応 じて介護予防通所介護計画書を作成し、ご利用者ま

たはそのご家族に対し、その内容について説明を行 うものとする。なお、介護予防

通所介護計画の作成にあたつて、概に居宅サービス計画が作成されている場合は、

その内容に沿つて作成する。従業者に、法令等の規定を遵守させるため指揮命令を

イ子う。

②介護職員 4名以上

介護予防通所介護計画に基づき主としてご利用者の介護を行 う。

③生活相談員 1名 以上

ご利用者またはそのご家族の生活の相談に応 じるとともに、介護予防通所介護計

画に基づいたサービスの実施のために必要な連絡調整を行 う。

④看護職員 1名 以上

介護予防通所介護に基づき主としてご利用者の健康の管理を行 う。



⑤機能訓練指導員 1名以上

ご利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止し、維持・向上するため

の訓練を行う。

⑥その他の補助職員

ご利用者の状況に応じて配置し、本事業所従業者の職員の業務を補助する。

2.介護予防通所介護相当サービス事業の主な目的

要支援状態にある高齢者の依頼を受け、当該利用者ができる限り要介護状態とならない

で自立した日常生活を営むことができるよう、個別の計画に基づいた心身機能の維持・向

上、日腔機能の向上等を通じ、適正な介護予防通所介護を提供することを目的とします。

3.介護予防通所介護相当サービス事業の主な内容

事業内容は介護予防通所介護相当サービス計画に沿つたサービス内容 (要支援者の心身

の特性を踏まえた、必要な日常生活上の支援及び機能訓練・口腔ケア等)と します。さら

に、送迎、食事の提供、および必要に応じて入浴介助等を行います。

4.利用料等

(1)介護予防通所介護相当サービス利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によ

るものとし、当該指定介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、

「介護負担割合証」に記載 された割合の額となります。ただし、法定代理受領分

以外の場合は、大津市長が定める額を徴収 します。

① 基本となる料金

介護保険適用 単 位 1割負担 2割負担 8割負担

通所型独自サービス 21 436と≒位 456円 912円 1,367円

通所型独自サービス 22 447単位 468円 935円 1,402円

通所型独自サービス ■ 1798と≒位 1,879円 3,758円 3,758円

通所型独自サービス 12 3621単位 3,784円 7,568円 11,352円

通所型独自サービス 21 業対象者、要支援 1の者で、ケアプランにおいて週 1

回程の利用とされている場合の 1の 中で全 4回までの

サービスを行つた場合に算定 (1回あたり)

業対象者、要支援 1・ 2の者で、ケアプランにおいて 週

2回程度の利用とされている場合の 1月 の中で全 8回 目

のサービスを行つた場合に算定 (1回あたり)

事業対象者 。要支援 1の者で、ケアプランにおいて週 1

回程度 の利用とされている場合の 1月 の中全 5回以上

のサービスを行つた場合に算定

事業対象者・要支援 1・ 2の者で、ケアプランにおいて 週

2回程度の利用とされている場合の 1月 の中で全 9回以

上のサービスを行った場合に算

通所型独 自サービス 22

通所型独 自サービス 11

通所型独自サービス 12



② 力日算

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

(2)以下の日常生活費については、その利用料、利用回数に応じて実費を徴収します。

① 食 費 (おやつ代含む)            1回 の利用につき800円

② おむつ代                   実費 (【 別紙】参照のこと)

③ サービス提供記録の複写物           10円 /枚

(3)その他、介護予防通所介護相当サービス利用において個人が準備すべき物や、個

人の希望による日常生活上のサービスについては、実費徴収となります。その他費

用の徴収は必要になった場合は、その都度協議 して利用者等に説明し、同意を得た

上で徴収 します。また、費用の延滞がある場合、状況に応 じて契約を解除すること

があります。

(4)介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる

場合があります。その場合は、一旦介護報酬告示上の額をいただき、サービス提供

証明書を後日大津市介護保険課の窓口に提出すると、差額払い戻しを受けることが

できます。

(5)利用当日、8時 30分以降のキャンセルの場合は、食費のみ請求します。

5.支払方法

お支払はすべて日座 自動引き落としとさせていただきます。毎月 10日 までに前月分の利

用料の請求書をお渡しいたしますので、ご確認下さい。BIき 落としは 20日 (20日 に銀行が

休みの場合は次の銀行営業 日)で、引き落としの確認後、領収証を発行 します。

6.当事業所の介護予防通所介護相当サービスの特徴等

(1)事業所の介護予防通所介護相当サービス事業者は、要支援者の心身の特性を踏まえ

て、その有する能力を生かし自立した日常生活を継続できるよう、必要な日常生活上

の支援及び機能訓練等を行います。

(2)自 ら提供する介護予防通所介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図

ります。

介護保険適用 単 位 1割負担 2割負担 3割負担

口腔機能向上加算Ⅱ

Iにカロえ、利用者ごとの口腔機能改善管

理指導計画書の情報等を LIFEに 提出

します。 I・ ■の同時算定は不可

160単位/回 170円 340円 510円

送迎減算
※送迎サービスを行わなかつた時に減

算される片道の金額。

▲47単位/回
(片道 )

▲50円 /回
(片道)

▲99円 /回
(片道)

▲148円 /回
(片道)

介護職員等処遇改善力日算Ⅱ

※介護職員の賃金改善に充てます。
月の総単位数の 9.0%× 10.45/単位の 1割又は 2割又は 3割



(3)事業の提供に当たつては、懇切丁寧に行 うことを旨とし、利用者またはその家族等

に対 し、介護予防通所介護相当サービスの観点から、日常生活上必要とされる事項に

ついて、理解 し易いよう指導または説明を行います。

(4)本事業所の介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者の意思および人格を尊

重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとします。

(5)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・福祉 。医療サービスとの綿密

な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとします。

(6)利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を

行 うとともに、職員に対 し研修の機会を確保 します。

(7)法人の役員及び管理者その他の従業員は、暴力団員 (暴力団員による不当な行為防

止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号)第 2条第 6号に規程する暴力団員をいう。)

であってはならず、運営についても暴力団員の支配を受けないものとします。

7.緊急時の対応等

サービス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、御家族、介護予防支援事業者等へ連絡をいたします。

8.事故、災害発生時の対応

(1)当 事業所は、利用者に提供 した介護予防通所介護相当サービスにより事故が発生 し

た場合、速やかにご家族、市町村等に連絡をとり、必要な対応をいたします。また、

その原因を明らかにし、再発防止に努めさせていただきます。

(2)利用者に提供 した介護予防通所介護相当サービスにより発生した事故で、その生命、

身体、財産等に損害が生じた場合は、速やかにその損害を賠償いたします。ただし、

当事業所の故意または過失によらない場合は、この限りではありません。

(3)非常災害等の発生の際に、事業を継続することができるよう、他の社会福祉施設 と

連携 し、協力することができる体制を構築するよう努めます。

(4)非常災害等の訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めま

す。

9.個人情報の保護

(1)利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

(2)事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービス

の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必

要に応 じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

10.第二者評価実施の状況

実施なし



11.サービス内容に関する苦情

(1)当事業所における相談・苦情の窓日

当事業所の介護予防通所介護相当サービスに関するご相談 。苦情を承 ります。

相談・苦情受付窓日 (担 当者 )

[管理者] 平野 法恵  電話  077-546-3014

受付時間 月曜日～土曜日 8,30か ら 17:30 連絡先  077-546-3014

※法人内にお客様相談室を設けております。別紙 「苦情対応の概要」をご覧下さい。

(2)行 政機関その他の相談 。苦情機関

市町村や県の国民健康保険団体連合会などに相談苦情を伝えることができます。

大津市健康保険部 介護保険課      電話番号 077-528-2753

受付時間 月～金曜 日 9:00～ 17:00

滋賀県国民健康保険団体連合会      電話番号 077-510-6605

受付時間 月～金曜 日 9:00～ 17:00

当事業について、ご本人様に対 して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。

【事業者】

医療法人 誠仁会 吉徳医院

理事長 吉徳 克仁

【事業所】

大津市里 5丁 目2番 13号

医療法人 誠仁会 湖南デイサービスセンター

【説明者】

私は、本書面により、事業者から重要事項の説明を受けました。

令和    年 月 日

【利用者】

住 所

氏 名

【代理人】
住 所

氏 名



湖南デイサービスセンターのおむつ等の実費価格表について

(1)おむつ類 :当事業所で用意 している品物 と価格

(令和 6年 6月 1日 現在)

品 分 類 商 品 名 単価 (税込み)

リハビリパンツ レギュラー (Mサイズ) 100円

123同  上 レギュラー (Lサイズ) 110円

同 上 レギュラー (LLサイズ) 120円

ノく ッ  ト かんたん装着 50円

紙 お む つ テープ止めおむつ (Mサイズ) 140円

同 上 テープ止めおむつ (Lサイズ) 160円

(2)「教材費 (実費 )」 イこついて

湖南デイサービスセンターでは、来て下さる皆様に「楽しみながら」「元気に」過

ごしていただけるよう、工夫を凝らしたレクリェーション活動を提供 してお ります。

そのために日々、様々な物品を利用 していますが、他のデイサービスセンター同様、

それらを購入する費用を利用料に上乗せすることはありません。

私どもが 「教材費」として実費をいただくのは、「特別に費用負担が必要な」企画

や催 し物で、事前に参加費用を示 した上で、本人様およびご家族の参加希望をつの

り、「参加の確認済みの場合」のみとご理解ください。



利用者様等からの苦情対応の概要

事業所又は施設名 医療法人 誡仁会 湖南デイサービスセンター

提供するサービス種類 通所介護口介護予防通所介護相当サービス

対応の概要

1 利用者様からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、 担当者の設置等

相談口苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を設置します。また、担当者が不在の時は、

基本的な事項については、誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぎます。

<電話番号>077-546-3014     <FAX番 号>077-546-3005
<担当者>平 野 法恵

市町村や県の国民健康保険団体連合会などに苦情を伝えることができます。

大津市健康保険部介護保険課      <電 話番号>077-528-2753
滋賀県国民健康保険団体連合会     <電 話番号>077-510-6605

2円滑かつ迅速に苦情対応を行うための処理体制口手順

・ 苦情があつた場合は、直ちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問するなど

して詳しい事情をきくとともに、担当者からも事情を確認します。

口相談担当者が、必要あると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行います。(検討

会議を行わない場合も、必ず処理結果を管理者に報告します。)

<管理者>平 野 法恵

・ 検討後、必ず翌日までに担当者もしくは管理者が具体的な対応をします。(利用者様への

謝罪等)

口記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てます。

3その他参考事項

口上記以外の対応措置については、その都度事業所内で協議し、苦情対応の同規定に準拠して、

利用者様の立場に立って対応します。

B法人内にお客様苦情相談室を設置し、事業所での対応不可のケース等について相談室職員で

ある「苦情解決責任者 (室長 )」 が解決に当たり、相当と判断した場合は市町村へ報告します。

<苦情解決責任者>吉 徳 克仁     <電 話番号>077-546-3002

口お客様苦情相談室により常時、利用者様等のご意見、ご要望を伺う機能として「苦情・ご意見

箱」を設置し、リスクマネジメントの実践に活用します。


